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1
消滅時効

弁護士　上里　美登利

　消滅時効における時効期間及び起算点が一部変わっ
たこと、「中断」の概念を「完成猶予」と「更新」に
再構成し、各事由を整理し直したという点に特徴があ
る。債権管理の方法に大きく影響するため、これまで
の債権管理体制を見直す必要がある。

1　消滅時効期間
（1） 債権
　�　「権利を行使することができる時」から10年間と
いう規律（法案166条1項、167条1項）に加え、新たに
「権利を行使することができることを知った時」か
ら5年間という規律が加わった。
　�　この「権利を行使することができることを知った
時」とは、債務者に対する権利行使が事実上可能な
状況のもとにおいて、債権者がその請求が可能な程
度にこれらを知った時を意味し、例えば、安全配慮
義務違反に基づく損害賠償請求権であれば、一般人
ならば安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権を
行使し得ると判断するに足りる基礎事実を債権者が
現実に認識した時点を指すと考えられるとされてい
る（民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき
台（4）2頁（2））。

（2） 不法行為による損害賠償請求権
　�　「不法行為の時から20年間」の期間につき、判例

は除斥期間であるとしていたが、改正案において、
消滅時効であることが明記された（法案724条柱書）。
よって、「中断」（改正案では「完成の猶予」）等の対
象となり、また、援用についての信義則違反や権利
濫用の主張も正面から行うことが可能となる。

（3） 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の特則
　�　生命・身体の侵害による損害賠償請求権について
は、不法行為によるものと債務不履行に基づくもの
とを問わず、主観的起算点から5年間、「権利を行使
することができる時」からを20年とする特則が設け
られた。

（4） 主な消滅時効期間のまとめ
　�　現行法から変更があった部分は、下記表1で太字
ゴシックとしている。

2　完成猶予と更新
（1）��　現行法は、催告及び承認を除く中断事由につい
て、手続きの申立等により消滅時効が中断すると
規定しながら、他方で、一定の事由により手続き
が途中で終了した場合には、遡って時効中断の効
力が生じないとしている。しかし、判例は、裁判
上の請求や破産手続参加について、いわゆる「裁
判上の催告」としての効力を認め、手続きの終了
時から6ヶ月以内に法案153条所定の手続きを取れ
ば時効が中断するとしている。もっとも、「裁判上
の催告」としての効力が認められる事由の範囲に
は疑義が生じている。

 　��　そこで、こうした問題を踏まえ、改正案では、
裁判上の催告に関する判例法理を明文化し、解釈
上不明確であった部分を明確化すると共に、中断
事由によって時効の完成が妨げられるという効力

表1　主な消滅時効期間
　　　　　　　　　　　　���法案条文
債権 166条1項1号 （1）権利を行使することができることを知った時から5年間

166条1項2号 （2）権利を行使することができる時から10年間
167条 但し、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求の場合は、20年間

定期金債権 168条1項1号 （1）各債権を行使することができることを知った時から10年間
168条1項2号 （2）各債権を行使することができる時から20年間

職業別の短期消滅時効 廃止
不法行為による損害賠償
請求権

724条1号 （1）損害及び加害者を知った時から3年間
724条の2 但し、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求の場合は、5年間
724条2号 （2）不法行為の時から20年間（消滅時効）

確定判決又は確定判決と
同一の効力を有するもの
によって確定した権利

169条1項 10年間�
（但し、確定の時に弁済期の到来していない債権を除く。169条2項）
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を、時効の「完成猶予」、新たな時効が進行を始め
るという効力を、時効の「更新」という表現を用
いて再構成した。

（2）��　改正案における時効の完成猶予事由と更新につ
いて、下記表2にまとめた。

表2　消滅時効の完成猶予及び更新

完成猶予の事由 法案条文 完成猶予期間 更新

更新される場合 新たな時効が進行を
始める（更新）時点

裁判上の請求 147条1項1号 ・各事由が終了するまで
・確定判決等による権利の確定なく事由が終
了した場合（訴えの取下げ等）の場合、事由
が終了したときから6ヶ月

確定判決等により権
利の確定したとき

事由が終了した時
支払督促 147条1項2号

和解、調停� 147条1項3号
破産、再生又は
更生手続の参加

147条1項4号

強制執行 148条1項1号 ・各事由が終了するまで
・申立ての取下げ又は法律の規定に従わない
ことによる取消による事由の終了の場合、
事由が終了したときから6ヶ月

申立ての取下げ又は
法律の規定に従わな
いことによる取消に
よる事由の終了以外

事由が終了した時
担保権の実行 148条1項2号
担保権の実行と
しての競売

148条1項3号

財産開示手続 148条1項4号
154条 注：各手続きが時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなけ

れば、完成猶予又は更新の効力を生じない
仮差押え 149条1号 事由の終了の時から6ヶ月を経過するまで
仮処分 149条2号

154条 注：各手続きが時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなけ
れば、完成猶予又は更新の効力を生じない

承認 152条1項 承認 承認のときから
催告 150条1項 催告から6ヶ月を経過するまで

150条2項 注：再度の催告は、時効完成猶予の効力を有
しない

天災等による時
効の完成猶予

161条 天災その他避けることのできない事変のた
め、147条1項各号、148条1項各号の手続を行
うことができないときは、その障害が消滅し
た時から3ヶ月を経過するまでの間

協議による時効
の完成猶予

151条1項1号 権利についての協議を行う旨の書面による合
意があった時から1年を経過するまで
※「書面」は電磁的記録も可能（151条4項）

151条1項2号 151条1項1号の書面による合意において当事
者が協議を行う期間（1年に満たないものに限
る）を定めたときは、その期間を経過するま
で

151条1項3号 当事者の一方から相手方に対して協議の続行
を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、
その通知の時から6ヶ月を経過するまで
※「書面」は電磁的記録も可能（151条5項）

151条1項柱書 注：151条1項1号～ 3号のうち、いずれか早い
時までの完成猶予

151条2項 注：再度の合意は、本来の時効完成時から通
じて5年を超えることができない

151条3項前段 注：「催告」によって時効の完成が猶予され
ている間にされた151条1項の合意は、時効の
完成猶予の効力を有しない

151条3項後段 注：151条1項により時効の完成が猶予されて
いる間にされた「催告」は、時効の完成猶予
の効力を有しない
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（3）��　新たな完成猶予の事由～書面による協議の合意
　�　現行法では、当事者間で、権利をめぐる争いを自
発的に解決するために協議を継続していても、時効
の完成が間際となった場合、その完成を阻止するた
めだけに時効中断の措置を執らざるを得ないという
問題がある。そこで、当事者間の権利に関する協議
の合意を時効の完成猶予事由として新設した。

3　援用権利者
　消滅時効の援用権者である当事者につき、「当事者
（消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取
得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者
を含む。）」と明記した（法案145条）。

2
債権者代位権、詐害行為取消権

弁護士　永井　弘二

第1�　責任財産の保全
　債権者代位権と詐害行為取消権は、債務者の責任財
産を保全するための制度である。責任財産とは、金銭
債務の債務者が、第三債務者に対して有する売掛金
や、その所有する家のような財産であり、債務者が債
務を履行しない場合に、債権者にとって強制執行によ
る回収ができる財産を指す。
　債務者が自らの財産をどのように処分等しようが、
本来は債務者の自由である。
　他方、債権者が債務者に金銭を貸し付けるなどの与
信をする場合には、債務者の責任財産を見込んでいる
のが通常であり、債務者が、その財産である売掛金を
回収しないでいたり、家を他に売却等してしまうと、
債権者は債務者の財産から回収できないという不利益
を被ることになる。
　そこで、債務者が債務の履行に行き詰まっている状
態にあるなどの一定の要件が備わった場合には、債権
者が債務者の責任財産に干渉することを許して、責任
財産の保全を図るための制度が債権者代位権と詐害行
為取消権である。

第2�　債権者代位権
　　債権者

　　　　被保全債権　　　代位行使

　　債務者　　　　　　　　　　第三債務者
　　　　　　　　被代位権利

　債権者代位権は、債権者が「自らの債権（被保全債
権）を保全する必要がある場合」に、債務者が有する
権利（被代位権利）を、債権者が債務者の代わりに行使
することができる権利である。「自らの債権を保全す
る必要がある場合」とは、原則として、債務者の資力
が債務の弁済をするのに不十分な場合など、債務者が
無資力状態にあることとされている。こうした無資力
状態にあるにもかかわらず、自ら債権を積極的に行使
していない場合に、債務者の財産処分の自由に債権者
が干渉することを許したのである。
　現行民法は、債権者代位権について423条の1箇条を
設けているだけであり、その詳細は判例法理に委ねら
れてきた。今回の民法改正では7箇条を設けて、従前
の判例法理を明確化したり、あるいは判例法理を変更
するなどしている。
　なお、単に第三債務者から被代位権利を回収しよう
とする場合には、被代位権利を差し押さえることでも
同様の効果を持つことになる。実務上、債権者代位権
を行使する場面というのは、これにより第三債務者の
財産を仮差押する必要があるような場合である。

1　債務者の被代位権利の行使等
　�� 今回の改正での最も大きな変更は、債権者が債権
者代位権を行使した場合、債務者が被代位権利を行
使（取立や処分等）できるか否かという点である。
　�� 従前の判例は、債権者が債権者代位権の行使に着
手し、これを債務者が知った場合等には、債務者は
被代位権利の処分権を失うとされていた（大判昭和
14年5月16日民集18巻557頁）。
　�� 改正民法では、この判例法理を変更し、債権者が
債権者代位権を行使しても、債務者は被代位権利の
取立、処分等が妨げられないとし、また、第三債務
者は債務者に返済することも認められることが明記
された（法案423条の5）。
　�� これは、従前の判例法理でも、第三債務者の弁済
が禁止されるのか否かまでは不明確であったことな
ど、第三債務者の立場が不安定であったことによる
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